
道路運送法施行規則第４条第２項に基づく地域公共交通会議等 

において協議が調っていることの証明書 

 

令和８年１月 14日に開催した令和７年度第３回千曲市地域公共交通活性化協議会におい

て、下記事項に関し協議が調ったことを証明する。 

 

記 

 

１．千曲市デマンド型乗合タクシー運行計画について 

 

 

２．令和７年度（令和８年４月 20 日改正）ダイヤ改正について 

 別紙のとおり 

 

３．適用開始時期 

 令和８年４月 20 日 

以上 

 

令和８年１月 14 日 

                         千曲市地域公共交通活性化協議会 

                            会長 滝沢 裕一  印 

稲荷山・八幡エリア 更級エリア 上山田エリア

稲荷山・八幡・桑原・埴生 更級・上山田・戸倉 上山田・戸倉

平日・土曜日 平日・土曜日 平日

日曜日・祝日（休日含む） 日曜日・祝日（休日含む） 土曜日・日曜日・祝日（休日含む）

更埴観光タクシー（株） （資）畑山自動車商会 （有）シンリク観光

代表取締役　新井　誠一 代表社員　畑山　昌也 代表取締役社長　上水　正文

千曲市小島3098-12 千曲市戸倉温泉3055
千曲市雨宮663-5

千曲市上山田温泉二丁目35-10

14台 4台 8台

特定大型車
（定員10名）

1台 1台

普通車
（定員６名）

4台 5台

普通車
（定員５名）

9台 3台 3台

77地点 5７地点 5１地点

使用車両

乗降地点

運行時刻

事前登録

利用方法
運行事業者宛て電話による事前予約
（受付時間：7：30～20：00、予約締切：１時間前まで（１便のみ前日20時まで））

大人300円　障がい者（介助者含む）200円　小中高生200円、未就学児 無料
※回数券（1,000円→100円券×12枚綴り）、乗継券（デマンド⇔バス100円引き）あり

一般乗合旅客自動車運送事業（区域運行）

１便　9：00　２便　10：00　３便　11：00　４便　12：00　５便　13：00　６便　14：00　7便　15：30
（到着時刻は概ね発車時刻の30分後、登録者が事前予約した便のみ運行）

千曲市役所総合政策課または上山田戸倉出張所宛て事前の登録申請が必要
その後、千曲市　→　運行事業者へ連絡　→　市から利用カードを申請者宛て郵送　→　利用予約開始

運送事業の
種類

区域名称

営業区域

運行日

運休日

運行事業者

代表者

営業所
所在地

運賃

内
訳

資料３① 


